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事事事業業業計計計画画画策策策定定定   
個個個別別別相相相談談談会会会   

 

皆さんは、『事業計画書』というと、どのようなイメージをお持ちでしょうか？「作

るのが大変そう」「手間がかかる」と感じる方も多いかもしれません。しかし、物価

高騰や賃上げ等への対応が求められる今だからこそ、事業計画は経営の道しるべとし

て重要です。目標や進むべき方向性が明確になり、利益向上や販路開拓はもちろん、

資金調達や各種補助金・支援制度の活用にも繋がります！ 

当相談会では、事業計画書策定のポイントを分かりやすく解説致します。これまで

事業計画を作成したことがない方でも、計画策定時には商工会のサポートもあります

のでお気軽にご相談下さい‼ 
 

★過去の参加者は、事業計画を策定し下記の支援制度を活用されています！ 
 

 

 

 

 

 
 

◆日  時◆  令和８年７月３日（金） 

        10 時～12 時・13 時～15 時・15 時～17 時 

◆会  場◆  金ケ崎町商工会 相談室 

◆講  師◆  マネジメント・ストーリー 代表 阿部敏雄 氏 

◆受 講 料◆  無 料 

◆主  催◆  岩手県商工会連合会・金ケ崎町商工会 

◆申込期限◆  令和８年６月 30 日（火）17 時必着 
 

【お申込・問合せ先】金ケ崎町商工会（担当:今野・齊藤） 

TEL: 0197-42-2710 FAX: 0197-42-2713 E-mail:kanegasaki@shokokai.com  
 

7/3 個別相談会申込書（切りとらずに、このまま FAX して下さい。） 

事 業 所 名 電 話 番 号 出 席 者 名 

   

※ご希望される下記時間帯のいずれかに〇を付けて下さい。 

10 時～12 時 ・ 13 時～15 時 ・ 15 時～17 時 

※個別相談会の申込が多数の場合は時間を調整し、当会よりご連絡致します。 

例えば…『小規模事業者持続化補助金』 

販路拡大の為の備品購入、店舗改装、宣伝広告、パッケージデザイン等の費用に対し、 

補助率２／３、補助金上限５０万円（特例を活用した場合は最大 250 万円）にて補助

される制度です。 

他にも事業計画書を活用して申請できる支援制度が多数ございます！ 

詳細は裏面よりご確認下さい。 

 

 経営者の方 
必見!! 

 

 
計画書 




